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４．歴史公文書の概念 

 

４．１ 歴史公文書の法背景 

国の公文書法（公文書の管理に関する法律／平成 21年 7月 1日施行法律 66号）

では、保存期限満了後の文書の取扱いについて次のように定めています。 

「行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書（以下「行政

文書ファイル等」という。）について、保存期間（延長された場合にあっては、延長後

の保存期間。以下同じ。）の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したとき

の措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立

公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを

定めなければならない。（第５条第５項）」 

前章では、永年保存制度を廃止すれば、短期間で目に見える書庫スペースの圧縮が期

待できるという話の進め方をしましたが、前頁の公文書法の法文を読む限りそう単純な

話ではなさそうです。 

国の省庁等行政機関が、もし永年性廃止を断行して有期限に評価替えしたとして、評

価替えされた元永年保存文書が新たな保存期限を迎えた時点で歴史公文書の選別が行

なわれます。その結果、物理的に廃棄できて、絶対的な意味で減量となるのは、選別さ

れなかった文書だけということになります。 

また歴史公文書指定を受けた文書は、行政文書としての人生を終えて、当該行政機関

の管理から離れ、国が持つ別の機関である国立公文書館や国会図書館などに移管されま

す。そちらで文字通り永年保存されて、かつ国民への公開も行われることになります。 

さて、これで文書量圧縮ができたことになるのか？ 

もし元の永年保存文書量の大半が歴史公文書に指定されたら（その可能性は後に述べ

ますが極めて大きい）廃棄できる分量はわずかにしかなりません。 

公文書法の及ぶ国の機関もしくはそれに準ずる機関であって、地方公共団体がこの法

律に直接制約されることはない訳ですが、「公文書又は行政文書が、これを発生せしめ

た組織と、この組織が管轄する地域の住民が将来にわたって共有すべき情報資産」・・

という公文書保全に関する考え方は、地方公共団体にあっても受け入れざるを得ないも

のです。そうである以上、廃棄の際に歴史公文書として残置するのか、廃棄を行うかの

判断を行う、かつ指定された文書は保全することになります。 

元の永年保存文書の廃棄の際には、３年、５年、１０年などの短中期限保存文書につ

いても廃棄時期に達したものは一緒に歴史公文書判定を行うことになります。 

ここで問題となるのは 2つの点です。 

一つは、一の機関から別機関へ歴史公文書指定された元の永年保存文書を移管するこ

とが、永年制度廃止の初期の目的である文書総量圧縮に効果があると言って良い

か？・・であり、今一つは、元の永年保存文書の内、歴史公文書指定されずに廃棄する

ことができる分量が総保存量に対してどのくらいあるかです。 
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４．２ 同じ行政組織内の別機関である公文書館等への移管は減量と言えるか？ 

歴史公文書に指定された文書は、行政が管理する文書としては廃棄文書の取扱いには

なりますが、物理的な廃棄は行うことができず、別の機関に移して、永年での保存と市

民への公開を行なう必要があります。 

歴史公文書は、国や政令市等の大都市であれば、保有する公文書館等に移管します。 

もともと文書を保存していた行政機関側からすれば、自らの管理を離れ、歴史公文書

と送り出した行政側では「書庫のスペースに余裕ができた」と喜ぶのでしょうが、本当

にこれで減量したと言えるのでしょうか？ 

国は国、市は市の管轄内で(予算を分け合って」運営される異なる機関の施設に移さ

れただけで、同一の公共団体内で考えれば絶対的な量が減ることはあり得ません。 

公文書館を持たない市町村に置き換えて考えた方がわかりやすいかもしれません。 

このような市町村の場合、公文書館は無いのですから移転先と目されるのは市町村立

図書館、市町村史編纂室などとなるでしょう。 

上に挙げた移管先は全て同じ地方公共団体が管理する機関です。 

もしこの移転先に保存すべきスペースも、管理体制もない時には、移管できないまま、

元の行政機関の、総務課が管理する行政文書の書庫の一角を区切って保存せざるをえな

い・・といった事態に陥ることも十分以上に考えられることです。 

市町村役場として予算を分け合う身内どうしの間での移転であって、市町村役場全体

で見れば、保存量も、保存する書庫スペースも決して減ったとは言えないのです。 

 

４．３ 元の永年保存文書は、歴史公文書にすべて指定されるのか？ 

これでは減ったとは言えないという前項の議論の前提は、永年保存だった文書量の全

部が歴史公文書に指定されることでしたが、実際のところはどうなのでしょうか？ 

歴史公文書と言う概念と、永年保存文書と言う概念がどのように違うのか？ 

このことは、永年保存文書であることを規定する文書管理規程での基準と、歴史公文

書を選別して指定する基準との間にどのような相違があるのかを問うことでもありま

す。アーキビストや歴史学者がどう言うかはわかりませんが、元永年保存だった文書に

限定すれば、永年保存文書≦歴史公文書の関係にあるはずだと思います。 

元永年保存文書の側から言えばほぼ全量が歴史公文書となりますが、“ほぼ”と書い

ているのは下の図表 0４のＢに当たる文書が存在する可能性があるからです。 
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図表 04 

Ｂは、本来は保存期限を有期限とすべきだったにもかかわらず、決定する際に迷い、「迷

ったら永年の方が間違いない」と安易に永年保存に格付けてしまった文書です。 

Ｄはもともと有期限だった文書の内、廃棄時点での判定で歴史文書に掬いあげられた文

書という想定です。 

 

【２つの歴史公文書選定基準例から永年保存文書の基準との異同を考える】 

  元の永年保存文書は原則としてすべて歴史公文書に指定されるのか？永年保存と歴史

公文書を選定する基準は異なるのか？・・を考える際に、参考となるような基準の事例を 

３点、図表 0５～0７として次ページから次々ページに掲示しました。 

図表 0５は函館市の永年保存文書の選定基準です。また次々ページの図表 0６は同じ函館

市の歴史公文書の選定基準です。 

表現は異なりますが、お互いにまったく別の範囲を示している条項は見出せません。 

もし仮に、２つの基準を作成した当事者としては、一方に在って、一方に無いものを書き

入れたと思われたとしても、第三者がこの２つの基準を使用して選別実務を行うとすれば、

結局当該文書は“重要だろう”として両方に選別してしまうのではないかと思われます。 

函館市の事例を掲示しましたが、歴史公文書の基準を作成している他の団体でも同じ傾向

にあるはずです。結論としては同じ基準だと断言してよいと思います。 

 したがって、この項の設問への回答は「元の永年保存文書は、歴史公文書にほぼすべて指

定される」・・という残念な結果でした。   
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図表 05 函館市永年保存文書の選定基準 
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図表 06 

 

 

文書種大区分 詳細区分

市政の重要な施策お

よび事業に関する文

書

ア 市政の基本的な執行方針に係る施策および事業に関するもの

イ 総合開発計画など長期にわたる計画に係る施策および事業に関するもの

ウ 特に重点的に推進された施策および事業に関するもの

エ 国の基本的施策を受けて推進された施策および事業に関するもの

オ その他市民に顕著な影響のあった施策または事業に関するもの

例規等および各種制

度の新設，改廃に関

する文書

ア 法律，条例，規則等の運用解釈等に関するもの

イ 市政の基本的な制度に関するもの

ウ 国の基本的政策を受けて設けた制度に関するもの

エ その他市民に顕著な影響のあった制度に関するもの

市の財政状況等に関

する文書

ア 予算（執行状況，起債を含む。），決算，監査結果等が明らかとなる基本的なも

の

イ 課税，徴収状況等，税務に関する基本的なもの

市の財政状況等に関

する文書
市の組織，機構の変遷および営造物等の設置，改廃に関する文書

市の組織，機構の変

遷および営造物等の

設置，改廃に関する

文書

ア 組織，機構の設置，改廃等が明らかとなるもの

イ 主な営造物の設置，改廃，運営等が明らかとなるもの

ウ 職員の給与，人事管理および人事記録の主なもの

市民（個人，団体，

法人等）の意向およ

び動向に関する文書

ア 議会，各種委員会等の構成，審議経過および結果が明らかとなるもの

イ 市民の意向等の調査の経過および結果が明らかとなるもの

ウ 請願書，陳情書，意見書等

エ 各級選挙，審査，請求等の執行および結果が明らかとなるもの

オ 主な褒賞，叙勲，表彰等，個人および団体の実績が明らかとなるもの

カ 主な市費補助団体の活動に関するもの

重要な調査および統

計に関する文書

ア 国または道から委託を受けた調査および統計のうち，基本的なものに関するもの

イ 市が行う調査または統計のうち，基本的なものまたは特色あるものに関するもの

函館市歴史資料指定基準
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図表 07 

 

 



7 

 

【歴史公文書選別基準の妥当性を考える】 

基準の良否を論ずるのは本書の目的ではありませんが、前ページ図表 0７の歴史公文

書選別基準は、行政文書の保存年限である永年保存文書をまるごと指定（１７ページの

図表 04の赤枠内）するなど、他に比べてユニークですので、少し詳しく見てみましょ

う。 

専門のアーキビストや歴史学者などなら、図表 0７の割り切り方は論議の的になりそ

うです。図表 0５と 0６の比較を済ませたばかりのところですから、この基準は「結局

同じとするしかないんでしょ」と言い切っているようで一種爽快に感じます。 

 また、「長期にわたり常用文書・現年度文書として主務課で保存されていたもの。」と

いう基準も、長期間継続して利用される文書は残すべき文書という割り切り方が大らか

でいいですね。この二つの基準は、選別する側にとっては函館市のものより、選別実務

に際して迷うことが少ないと思います。 

 「自治体の特徴を表すキーワードに関するもの」というのは、おそらく 3年や 5年

保存の文書のように大量に存在して、その中から選別する困難さを解消するのに考えら

れた方法だと思いますが効果のほどはどうでしょう。 

文書単位目録や簿冊単位目録のデータベースに対して、表題や抄録などの項目から、

別に定める市の特徴を顕すキーワード（シソーラス語彙表）を与えて抽出し、抽出され

た文書群を詳しく点検して指定する・・という方法が採用されるのだろうと思われます。 

キーワードをどう作るかがまず問題ですし、また表題に必要な情報が欠落しているケ

ースも多いことを考え合わせると、この方法に頼りすぎると、本来は選定されるべき文

書が漏れ落ちる可能性が相当に高くなるのではないかと思います。 

あれこれ考えると、短期限保存文書は、函館市の基準で人が抽出した方がかえって早

いかもしれません。 

 

4．4 永年制度廃止は、そのままでは文書総量圧縮に直結しない事実の再確認 

   第 4章の前項までの説明でご理解いただけたと思いますが、もう一度確認します。 

  （１）永年保存制を廃止できれば劇的な文書総量圧縮効果が期待される。 

  （２）しかし、無条件に廃棄して良いわけではなく、廃棄に際しては歴史公文書選定 

を経なければならない。 

（３）もし選定されれば、廃棄はできず、公文書館を持たない市町村では他機関への移 

管も難しい。結局市町村としては歴史公文書に指定した文書全量を自団体の枠内

で保存することとなり、たとえ行政文書ではなくなり、総務課管轄から外れても

一団体が保全管理する総量が圧縮されたことにならない。 

（４）元の永年保存書のほんの一部しか歴史公文書に指定されなければ、圧縮効果は生

まれるが、歴史公文書の選定基準は、ほぼまるごと永年保存文書の選定基準に等

しいため、結局ほぼ全量が歴史公文書に指定され、廃棄不可能となる。 

（５）結論としては、永年保存制を廃止しても、それだけでは永年保存文書の増大化を 

抑制することも、蓄積した膨大な量の圧縮も不可能と考えざるを得ない。 


